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　和歌山県知事　様


所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
設置予定者　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　（自署）

（※署名が難しい場合は記名実印押印の上、印鑑証明を添付）


○○学校設置認可申請書


　このたび、下記のとおり○○学校を設置したいので、学校教育法第４条第１項の規定により認可されるよう、関係書類を添えて申請します。


記

１　学校の名称　（名称を省略せずに記載）
２　設置予定地　（所在地）
３　開設の時期　（元号　年　月　日）（予定）


	
	関係書類
	添付書類
	補足

	１
	設置趣意書
	
	教育環境及び設置に至るまでの経緯も含めて記載すること

	２
	施設概要書
	校地、校舎等の全部事項証明書（登記事項証明書）のほか権利関係を保証する書類
	買収：売買契約書の写し
寄附：寄附申込書の写し
借用：賃貸借契約書の写し
建設：工事請負契約書の写し

	
	
	建築確認通知書の写し
	建物が完成している場合は、検査済証等の写し

	
	
	水質検査書の写し（上水道以外の場合）
	飲料に適する旨の公の機関の証明書

	
	
	照度証明書、照明図
	夜間授業を行う場合に添付すること

	３
	校具、教具、備品及び図書明細表
	購入契約書、納品書又は領収書の写し
	

	４
	校地、校舎等の平面図及び配置図
	
	

	５
	創設費に関する経費の見積書及び財源総括表
	各校種で必要となる運用資金を証明する書類
	銀行等残高証明書、有価証券の価値を証明する書類等

	
	
	寄附申込書のほか寄附内容を証明する書類
	不動産：全部事項証明書（登記事項証明書）
金銭：銀行等残高証明書
物品：所有を証明する書類

	
	
	補助金又は借入金の調達を証明する書類
	補助金支出確約書等の手続終了又は手続中であることを証明する書類

	６
	財産目録
	
	設置者変更の場合は、売買契約書等を添付すること

	７
	設置しようとする学校の修業年限に相当する期間における年度毎収支予算書
	負債償還計画書（負債がある場合）
	

	８
	学級編成表
	
	

	９
	教職員編成表及び教職員名簿
	欠格事由（学校教育法第９条各号）に該当しないことを証明する書類
	誓約書

	
	
	履歴書
	

	
	
	就任承諾書の写し
	

	
	
	教育職員免許状の写し
	（幼、小中高）

	
	
	教員資格を証明する書類
	（専修学校、各種学校）
卒業証書の写し
学位証明書の写し
免許状の写し
在職証明書　等

	
	
	兼職許可書の写し
	現職公務員の場合に添付すること

	10
	学則
	
	

	11
	校地が含まれる南海トラフ巨大地震の津波浸水想定図及び洪水ハザードマップに校地の位置を付したもの
	
	

	12
	校地から50メートル以内を示した住宅地図等に校地の位置を付したもの
	
	

	13
	設置者（設立代表者）の履歴書
	
	

	14
	校長の就任承諾書の写し
	履歴書
	

	
	
	欠格事由（学校教育法第９条各号）に該当しないことを証明する書類
	誓約書

	
	
	資格を証明する書類
	教育職員免許状等の写し

	15
	議決機関（理事会及び評議員会、又は設立発起人会）の議事録の写し
	
	

	16
	法人の履歴事項全部証明書（登記事項証明書）
	法人の概要
	

	17
	寄附行為（定款又は規約）
	
	

	18
	学校法人等の管理運営に関する誓約書
	
	設立発起人会又は既設校がない個人の場合は不要
誓約内容に該当する事実がある場合、県が別途指定する書類を提出すること

	19
	申請者の誓約書
	
	設立発起人会又は既設校がない個人の場合のみ必要
設立発起人会は発起人全員の誓約書を提出すること

	20
	事務担当者連絡票
	
	





〈提出にあたっての留意事項〉
・各校種の審査基準に基づき、和歌山県知事から設置計画書の承認を受けた上で、開設年度の前年度の４月末までに提出すること。なお、９月以降の設置を希望する場合は、開設年度の前年度の11月末日までの提出として差し支えない。
・正副各１部及び写し15部を提出すること。
・申請書、関係書類及び添付書類をＡ４版、横書き、左綴じに編さんし、申請書、目次、関係書類（関係書類の一覧の番号順）の順で編さんし、目次以降のすべてにページ番号を付すること。
・設立発起人会等が申請者の場合は、同時に寄附行為認可申請書を提出すること。
・和歌山県が所轄する学校法人が申請者の場合は、同時に寄附行為変更認可申請書を提出すること。
・和歌山県が所轄でない学校法人等で寄附行為、定款等の変更を要する場合は、各認可申請等所要の手続きをすること。
[bookmark: _Hlk223716782][bookmark: _Hlk223422654][bookmark: _Hlk223422639]・申請書中「学校教育法学校教育法第４条第１項」の部分について、専修学校の場合は「学校教育法第130条第１項」、各種学校の場合は「学校教育法第134条第２項で準用する同法第４条第１項」とすること。
・幼稚園の場合は「学校、学則、校地、校舎、校長」を「幼稚園、園則、園地、園舎、園長」とすること。

〈その他留意事項〉
・関係書類の様式は、必要に応じ項目の追加など必要な修正を加えること。
・申請期日までに、必要な関係書類が不足している場合は申請書の受理はできません。
・申請書受理後、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
